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平成２２年度 国立大学法人九州大学の年度計画

【平成２２年３月３１日 文部科学大臣届出】

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

①学士課程

（教育内容及び方法）

1．学部等ごとにカリキュラムと科目の整合性を検証する体制を整備する。

2．英語による学士課程コースを構築するために，カリキュラムを整備する。

3．各学部の教育方針に従って，幅広い学修を保証するために，全学教育，学部専攻教育の

教育内容を充実する。

4．学生参画型，双方向型，体験型等の課題探求能力等に配慮した教育を実施する。

5．教材の整備・開発のための学内支援を実施する。

（教育の成果）

6．組織としての教育の成果を評価するために，学生の達成状況を把握する卒業時アンケー

ト等の取組を行う。

7．教育の成果に関するデータを継続的に収集する。

8．教育の成果に対する評価に関するデータを継続的に収集する。

②大学院課程

（教育内容及び方法）

9．新たな教育プログラム，コースワーク等の整備を行う。

10．各課程の趣旨に沿った充実した研究指導，論文作成指導を行う。

11．学外機関等と連携を図り，インターンシップ等の実践教育を行う。

12．学際的教育を充実するために，新学府・専攻の設置に向けて準備に取り組む。

（教育の成果）

13．組織としての教育の成果を評価するために，学生の学習状況・研究活動を把握する取組

を実施する。

14．教育の成果に関するデータを継続的に収集する。

15．教育の成果に対する評価に関するデータを継続的に収集する。

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

（教育組織・実施体制）

16．学部，学府の育成する人材像に応じて，教育組織の改組・新設を行う。また，社会の要

請に応じて医学部及び法科大学院の入学定員の見直しを行う。

17．教育の国際化を踏まえた学士課程教育の在り方について検討する体制を整備する。

（教育活動の改善）

18．教育内容・方法を改善するために，学習成果等のデータの分析方法について検討する。

19．教育活動の改善に関する学内外の取組の評価・分析を行う。

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置
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20．学生の自主的学習支援のための取組を実施する。

21．学生の課外活動等支援のための取組を実施する。

22．学生の進路・キャリア形成に役立つ正課内外の多様な取組・支援を実施する。

23．学生生活を円滑にするための取組を実施する。

２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

①研究水準・成果

（基礎研究）

24．研究者の自由な発想に基づく基礎研究を積極的に推進するととともに，「教育研究プロ

グラム・研究拠点形成プロジェクト（Ｐ＆Ｐ）」などの学内支援制度による基礎研究に対

する支援を実施する。

（課題研究）

25．国家的・社会的政策課題に対応する大型の競争的資金の新規獲得を図るとともに，進行

中のプロジェクトにおいても独創的・先端的な研究を推進する。

また，「教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト（Ｐ＆Ｐ）」などの学内支援

制度の運用により国家的・社会的政策課題に対応する研究への支援を実施する。

（新領域への展開）

26．分野横断型の研究課題や，学際的，学融合的なプロジェクトを推進する。

また，異分野の融合等による拠点形成型のプロジェクト研究を積極的に推進する。

②成果の社会還元

27．国内はもとより，国際的な産学官連携を推進するため，組織対応型連携プロジェクトや

国際産学官連携プロジェクト等を実施するとともに，国内外の産学官連携イベント等にお

いて，研究成果の情報発信を積極的に行う。

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置

①研究組織及び実施体制

（組織）

28．各研究院・研究所・センター等が有する多様な研究資源を活用した，学問分野をリード

する研究を推進し，その研究理念・目的に沿った活動を推進するとともに，学府・研究院

制度を最大限に活用した研究組織を編成する。そのために，「５年目評価・１０年以内組

織見直し」制度のヒアリングの結果を取り入れた研究院，研究所，センター等の編成・連

携を見直す。

（人事）

29．大学独自のテニュア・トラック制の構築に向け，公正で透明性の高い人事を遂行すると

ともに，優れた研究者を厚遇し，支援を行う体制を充実する。

また，科学技術振興調整費等による女性研究者の比率を高めるための事業を推進する。

（共同利用）

30．大学が保有する多様かつ最先端の研究施設，設備，機器等の学内外における共同利用を

推進する。

②研究支援体制
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（支援体制）

31．多面的な視点による，効果的かつ機動的な研究支援を推進するとともに，支援のための

人材を養成・確保する体制を構築する。

（養成）

32．大学独自のテニュア・トラック制の構築に向け，科学技術振興調整費による若手研究者

の自立的な研究環境を整備するための事業を実施する。

また，「教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト（Ｐ＆Ｐ）」や科学技術振興

調整費などの支援制度の運用により，優れた若手研究者･女性研究者を養成するための支

援を実施する。

（評価と支援）

33．特に優れた研究業績等に対する公正・透明な評価を行う主幹教授制度を定着させ，研究

者の能力や業績に積極的に報いる体制を充実する。

３ 診療，社会・国際連携及び学術情報基盤に関する目標を達成するための措置

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置

34．各種産学官連携プロジェクト（地域型，国家プロジェクト型，国際プロジェクト型）及

び自治体等と連携しながら，高等学校等への出張授業，小中高生向けの体験学習，社会人

向けセミナー・研修会，一般市民を対象とした公開講座等を実施する。

35．大学が収蔵する学術資料の公開や貸し出しサービスを自治体等と連携しながら実施し，

学内開放事業や学外の機関，一般市民等が利用できる施設設備等の情報をホームページを

活用して情報提供する。

また，機器等の利用促進を図るためのサポート体制の整備に取り組む。

36．自治体，産業界，他大学等との連携事業等の事例について，学内の情報収集・発信体制

を整備し，ホームページを活用して広く一般に情報提供を行う。

社会連携活動に関して組織的な連携体制の推進に取り組むとともに，活動実績・活動計

画を基に経費を含む支援の在り方を検討する。

（２）国際化に関する目標を達成するための措置

（教育の国際化）

37．英語による短期留学プログラムやダブルディグリー制度等の国際プログラムの拡充に向

け，学内推進体制を整備する。平成２０年度から実施してきたＡｓＴＷのプログラム内容

を改善する。

38．英語による学士課程プログラムを開始する。また，短期留学プログラムを改善する。

39．外国人留学生・研究者サポートセンターの運営体制を確立し，サービス内容を充実させ

る。また，交流協定校との連携や広報の拡大により，外国人教員の受入を促進する。

（学術・学生交流）

40．学内における留学説明会や短期語学研修プログラムを充実させる。

41．海外における学生リクルートにより，優秀な留学生受入数を約２００名増とする。留学

生受入れ後の日本語予備教育の整備・充実を行うとともに，生活支援のための奨学金確保

等を目的として留学生支援機関・団体との協力を行う。また，就職支援セミナー等によ

り，日本企業への就職を促進する。
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42．海外オフィスを活用し，学部における国際コースの現地入試を実施する。海外広報戦略

等のための学内委員会を設置する。学部における国際コースに関する前年度のプロモーシ

ョンを検証し，海外広報活動を強化する。

43．国内外の機関との連携による国際会議の開催及び主幹教授制度やグローバル３０プロジ

ェクト等により優秀な外国人教員・研究者の受入れを推進する。

（国際協力と産学連携）

44．これまでに構築した国際ネットワークを軸に，具体的な連携事業を実施する。また，海

外の技術移転機関や海外法律事務所等へ担当職員を研修派遣し，国際的に通用する人材の

育成を図る。

45．国内援助機関との協議を通じて，学内における国際協力推進のためのネットワーク整備

を全学規模で実施する。歯学教育研修コースの見直しを行う。

（３）学術情報基盤に関する目標を達成するための措置

（附属図書館）

46．学習・教育活動を支援するため，「場としての図書館」の環境を整備するとともに，文

献複写サービス，Ｗｅｂサービス及び留学生支援を拡充する。

47．貴重資料等の保存環境を整備するとともに，電子化と公開を行う。

48．電子的学術資料の整備と機関リポジトリによる情報発信機能強化のため，電子ジャーナ

ルの購読見直しを実施するとともに，九州大学学術情報リポジトリのコンテンツの充実と

業務運用整備を進める。

49．理学系移転に伴う資料移転の準備を進めるとともに，新中央図書館の基本構想案および

資料配置・諸室計画案を作成する。

50．図書館専門職制度案を作成する。

（情報統括本部）

51．「九州大学中期的情報政策」を踏まえこれに続くアクションプランを作成する。

（４）附属病院に関する目標を達成するための措置

（高度先進医療の提供）

52．地域医療連携センターの在宅療養支援室と社会福祉相談窓口における退院調整を円滑に

進めるために，院内各部署との連携体制整備を行う。

53．感染防止対策における地域医療機関との連携を強化する。

54．救命救急センターの運用を強化するため，診療･教育についての評価に関する各項目を

抽出する。

55．都道府県がん診療連携拠点病院としての役割を十分に果たすために，がんセンター関連

院内組織の整備を行う。

56．油症ダイオキシン研究診療センターの基盤を整備する。

57．アジア遠隔医療開発センターの運営基盤を整備し，国際医療連携室との連携を推進す

る。

58．先進的バイオ医薬の臨床試験開始に向けた準備を行う。

59．再生歯科・インプラントセンターと地域医療機関及び院内歯科部門との連携を進める。

（安全安心な医療体制の強化）
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60．医療の質について検討する体制を整備する。

61．医療の標準化のために，電子クリティカルパスを充実する。

62．医療安全管理体制における活動内容を見直し，各々の組織が連携して活動できる体制整

備を進める。

63．患者満足度調査を実施するとともに，新たな意見を患者サービスに反映させる方策を立

案する。また，広報活動についての調査を実施する。

（全人的医療人育成のための教育の充実）

64．臨床指導者及び医療人の教育について企画する委員会を設立する。

（運営体制の強化及び健全な経営基盤の確立）

65．副病院長をサポートする事務支援体制並びに各種会議及び委員会の現状の問題点を洗い

出すとともに，教職員の意見を病院運営に反映する方策を立案する。

66．第２期中期目標期間における各年度毎の収支見込を作成するとともに，新たな増収・節

減方策を実施する。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

（組織）

67．各種会議及び双方向型の懇談会等を随時開催し，法人本部と部局との情報共有・連携を

強化する。

68．社会や学問の変化及び組織評価結果等に応じた教育研究組織を編成する。

（人材）

69．教員について，従来の人事制度の有効性の検証及びそれに基づく既存の制度の統廃合を

含めた多様な雇用形態を検討する。

70．事務職員及び技術職員について，各職位に求められる経験や能力のレベル・育成方法を

分析する。また，有能で意欲ある職員を確保するため，現行の人事（採用）制度について

検証する。

71．研修によりどのような能力向上を図るかを体系的に分析した上で，現行の研修体系を検

証し，新たな研修体系の検討を行う。

72．平成２３年度に実施する教員業績評価に向け，各部局の状況に応じた教員業績評価制度

の整備充実を図る。事務系職員業績評価については，これまでの評価の実施状況・意見等

を分析し，評価制度について，改善点及び見直しが必要な点の有無を検証するとともに，

研修により評価者の育成を図る。

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

73．伊都新キャンパスへの移転が完了した時点における目指すべき事務体制の姿を見据えな

がら，人事，業務，組織の在り方を総合的に検討し，事務局機能の移行を含め必要な見直

しを行う。

74．全学的な業務改善の取組を通じて，共通業務の一括処理，外部委託，情報技術の活用，

契約業務の適正化等を推進し，業務の削減及び効率化を図る。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
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１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

75．外部資金の獲得増に向けた情報収集・分析・発信及び意見交換会，学内説明会等を実施

するとともに，研究戦略企画室を中心に外部資金獲得のための支援策を策定，実施する。

また，外部資金等の獲得に向けた取組に対して重点配分を行うなど，学内予算配分方法

の見直しを行う。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

（１）人件費の削減

76．平成１７年度の人件費予算相当額について５％の削減を行う。

（２）人件費以外の経費の抑制

77．管理的経費実績の公表により経費抑制のための意識啓発を行うとともに，管理的経費抑

制方法及びコスト管理体制の見直しを行う。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

78．土地・建物については，移転スケジュールを視野に入れつつ，効果的・効率的な活用を

図るため，空地・空き建物の需要調査を行う。

資金運用については，運用体制の見直しを行うとともに，学内資金の収支を分析するな

ど，運用益を高めるための運用方法を策定する。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

（質保証と改善の推進）

79．大学活動の実態を示すデータ・資料を精査し，効果的な収集・分析の仕組みについて検

討する。

80．第１期中期目標期間の評価結果を分析して，自己点検・評価や評価結果を改善に反映さ

せる上での課題等を整理するとともに，課題解決のための方策を策定する。

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置

（説明責任）

81．教育研究活動の状況を示す情報を収集し，積極的に学内外に発信する。

Ⅴ キャンパス整備・その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

（研究・教育環境）

82．伊都キャンパスへの統合移転の第Ⅲステージにおける理学系施設及び農学系施設等の実

施設計に向けた準備を着実に進める。

ＰＦＩ事業施設の維持管理等のモニタリング（確認業務）を適正かつ着実に実施する。

83．病院地区及び大橋地区フレームワークプランを策定する。

ＰＦＩ事業施設の維持管理等のモニタリング（確認作業）を適正かつ着実に実施する。

84．学内タウン･オン・キャンパスの整備を推進するため，(財)九州大学学術研究都市推進
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機構と連携し，施設の誘致活動の促進等，都市と大学をつなぐ場としての役割の充実を図

る。

（施設設備の有効活用と効率化）

85．「九州大学の地球温暖化対策」実現に向けて，エネルギーの「可視化」等による省エネ

ルギー対策を推進する。

86．施設設備の劣化診断と維持保全計画を策定する。

また，スペース管理システムの運用による，施設利用状況調査を行う。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

87．環境安全衛生推進室において，全学的な集中管理体制の構築を図るため，組織の在り方

について調査を実施する。

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置

88．法令遵守に係る各部署・部局における周知・研修活動と各種委員会等における防止対策

や事案への対応状況等を調査点検し集約する。

89．情報セキュリティ管理システム（ＩＳＭＳ）の具体化プランとして，学内構成員への情

報セキュリティ講習会の実施，外国語による情報セキュリティの情報提供等を実施する。

また，情報セキュリティポリシー第２版を策定する。

４ 広報・百周年記念事業に関する目標を達成するための措置

（広報）

90．広報誌やプレスリリース等により，大学の活動等を学内外に幅広く速やかに発信すると

ともに，大学のウエブ・サイトを，利用者にとって利便性の高いものとするために邦文及

び外国語ページのリニューアルを行う。

（百周年記念事業）

91．百周年に向けて募金活動を推進するとともに，百周年記念事業を具体化し，百周年記念

行事の実施体制を構築する。

Ⅵ 予算（人件費の見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

別紙参照

Ⅶ 短期借入金の限度額

短期借入金の限度額１

１０８億円

２ 想定される理由

運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入

れることが想定されるため。

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

１ 重要な財産を譲渡する計画

①農学部附属北海道演習林の土地の一部（北海道足寄郡足寄町鷲府４０９番１ 面積６，４
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０７．０８㎡）を譲渡する。

②農学部附属福岡演習林の土地の一部（福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒３９４－１ 面積３

９８.０５㎡）を譲渡する。

③箱崎団地の土地の一部（福岡県福岡市東区箱崎６丁目３５７５番２９ほか 面積２２１.

１０㎡）を譲渡する。

④筥松地区の土地（福岡県福岡市東区筥松３丁目３５７５番１３ 面積２，４８３．０６

㎡）を譲渡する。

２ 重要な財産を担保に供する計画

○「九州大学病院における基幹・環境整備」及び「病院特別医療機械設備の整備」に必要と

なる経費の長期借入に伴い，本学病院の敷地及び建物について担保に供する。

Ⅸ 剰余金の使途

○決算において剰余金が発生した場合は，教育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改善

に充当する予定である。

Ⅹ その他

１ 施設・設備に関する計画

（単位 百万円）

施設・設備の内容 予定額 財 源

・馬出団地 総合研究棟改修（医学系） 総額 施設整備費補助金 (6,543)

7,338

・九州大学病院 基幹・環境整備（支障建物 長期借入金 (658)

撤去等）

国立大学財務・経営センター

・小規模改修 (137)施設費交付金

・伊都団地 研究教育棟Ⅰ施設整備事業

（PFI）

・伊都団地 生活支援施設ウエストⅡ，

学生寄宿舎Ⅰ施設整備等事

業（PFI）

・伊都団地 実験施設等施設整備事業

（PFI）

・馬出団地 総合研究棟改修（旧医学部

基礎Ａ棟）施設整備等事業

（PFI）
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・病院特別医療機 手術支援器械統合システム

械整備費

・伊都団地 九 州 大 学 移 転 用 地

・伊都団地 先 端 研 究 施 設

老注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や，

朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。

２ 人事に関する計画

○教員について，従来の人事制度の有効性の検証及びそれに基づく既存の制度の統廃合を含

めた多様な雇用形態を検討する。

○事務職員及び技術職員について，各職位に求められる経験や能力のレベル・育成方法を分

析する。また，有能で意欲ある職員を確保するため，現行の人事（採用）制度について検

証する。

○大学独自のテニュア・トラック制の構築に向け，公正で透明性の高い人事を遂行するとと

もに，優れた研究者を厚遇し，支援を行う体制を充実する。

○科学技術振興調整費による若手研究者の自立的な研究環境を整備するための事業を実施す

る。また，教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクトや科学技術振興調整費などの

支援制度の運用により，優れた若手研究者・女性研究者を養成するための支援を実施す

る。

○交流協定校との連携や広報の拡大により，外国人教員の受入を促進する。

○研修によりどのような能力向上を図るかを体系的に分析した上で，現行の研修体系を検証

し，新たな研修体系の検討を行う。

○平成２３年度に実施する教員業績評価に向け，各部局の状況に応じた教員業績評価制度の

整備充実を図る。事務系職員業績等評価については，これまでの評価の実施状況・意見等

を分析し，評価制度について，改善点及び見直しが必要な点の有無を検証するとともに，

研修により評価者の育成を図る。

○平成１７年度の人件費予算相当額について５％の削減を行う。

（参考１）平成２２年度の常勤職員数（役員及び任期付き職員を除く） ３，６７３人

任期付職員数 ９７３人

（参考２）平成２２年度の人件費総額見込み ４１，９１４百万円
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（別紙）予算（人件費の見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

１．予 算

平成２２年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入

運営費交付金 43,146

施設整備費補助金 6,543

船舶建造費補助金 0

施設整備資金貸付金償還時補助金 0

補助金等収入 3,591

国立大学財務・経営センター施設費交付金 137

自己収入 41,894

授業料及び入学料検定料収入 11,333

附属病院収入 30,050

財産処分収入 17

雑収入 494

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 12,971

引当金取崩 0

長期借入金収入 658

貸付回収金 0

承継剰余金 0

旧法人承継積立金 0

目的積立金取崩 0

計 108,940

支出

業務費 79,255

教育研究経費 46,779

診療経費 32,476

施設整備費 7,338

船舶建造費 0

補助金等 3,591

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 12,971

貸付金 0

長期借入金償還金 5,770

国立大学財務・経営センター施設費納付金 15

計 108,940

[人件費の見積り]

期間中総額４１，９１４百万円を支出する。（退職手当は除く）

（うち，総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額３４，１８５百万円）

注）「施設整備費補助金」のうち，平成２２年度予算額５，７９４百万円，前年度よりの

繰越額７４９百万円。
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２．収支計画

平成２２年度 収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 103,877

経常費用 103,877

業務費 86,390

教育研究経費 14,702

診療経費 16,247

受託研究経費等 5,762

役員人件費 321

教員人件費 28,156

職員人件費 21,202

一般管理費 2,546

財務費用 1,286

雑損 0

減価償却費 13,655

臨時損失 0

収益の部 104,101

経常収益 104,099

運営費交付金収益 42,859

授業料収益 9,360

入学金収益 1,511

検定料収益 281

附属病院収益 30,162

受託研究等収益 6,392

補助金等収益 2,680

寄附金収益 2,753

財務収益 80

雑益 2,655

資産見返運営費交付金等戻入 2,921

資産見返補助金等戻入 695

資産見返寄附金戻入 1,576

資産見返物品受贈額戻入 174

臨時利益 2

純利益 224

目的積立金取崩益 0

総利益 224

注）総利益（２２４百万円）の要因は，附属病院における借入金元金償還額相当の収入

と減価償却費との差額及び固定資産取得等によるもの。
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３．資金計画

平成２２年度 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 238,224

業務活動による支出 88,664

投資活動による支出 112,533

財務活動による支出 9,642

翌年度への繰越金 27,385

資金収入 238,224

業務活動による収入 101,585

運営費交付金による収入 43,146

授業料及び入学料検定料による収入 11,333

附属病院収入 30,050

受託研究等収入 10,028

補助金等収入 3,591

寄附金収入 2,943

その他の収入 494

投資活動による収入 122,847

施設費による収入 6,680

その他の収入 116,167

財務活動による収入 658

前年度よりの繰越金 13,134
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別表（学部の学科，学府の専攻の名称と学生収容定員）

文学部 人文学科 ６４０人

教育学部 ２００人

法学部 ８００人

経済学部 経済・経営学科 ６２０人

経済工学科 ３８０人

理学部 物理学科 ２３６人

化学科 ２６８人

地球惑星科学科 １９２人

数学科 ２２６人

生物学科 １９６人

医学部 医学科 ６１５人

（うち医師養成に係る分野 ６１５人）

生命科学科 ４８人

保健学科 ５４８人

歯学部 歯学科 ３５０人

（うち歯科医師養成に係る分野 ３５０人）

薬学部 創薬科学科 ２００人

臨床薬学科 １５０人

工学部 建築学科 ２４０人

電気情報工学科 ６３２人

物質科学工学科 ６７２人

地球環境工学科 ６００人

エネルギー科学科 ３９６人

機械航空工学科 ６７６人

芸術工学部 環境設計学科 １５２人

工業設計学科 １９２人

画像設計学科 １５２人

音響設計学科 １５２人

芸術情報設計学科 １６０人
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農学部 生物資源環境学科 ９１６人

人文科学府 人文基礎専攻 ５６人

うち修士課程 ３２人

博士後期課程 ２４人

歴史空間論専攻 ７０人

うち修士課程 ４０人

博士後期課程 ３０人

言語・文学専攻 ７０人

うち修士課程 ４０人

博士後期課程 ３０人

比較社会文化学府 日本社会文化専攻 １０８人

うち修士課程 ４８人

博士後期課程 ６０人

国際社会文化専攻 １１２人

うち修士課程 ５２人

博士後期課程 ６０人

人間環境学府 都市共生デザイン専攻 ５５人

うち修士課程 ４０人

博士後期課程 １５人

人間共生システム専攻 ４９人

うち修士課程 ２２人

博士後期課程 ２７人

行動システム専攻 ６４人

うち修士課程 ３４人

博士後期課程 ３０人

教育システム専攻 ６５人

うち修士課程 ３８人

博士後期課程 ２７人

空間システム専攻 ７７人

うち修士課程 ５６人

博士後期課程 ２１人

実践臨床心理学専攻 ６０人

（うち専門職学位課程 ６０人）

法学府 法政理論専攻 ８９人

うち修士課程 ７２人

博士後期課程 １７人

基礎法学専攻 ２４人(注１)
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うち修士課程 １２人

博士後期課程 １２人

公法・社会法学専攻 ２０人(注１)

うち修士課程 １０人

博士後期課程 １０人

民刑事法学専攻 ２９人(注１)

うち修士課程 １５人

博士後期課程 １４人

国際関係法学専攻 １４人(注１)

うち修士課程 ６人

博士後期課程 ８人

政治学専攻 １３人(注１)

うち修士課程 ７人

博士後期課程 ６人

法務学府 実務法学専攻 ２８０人

（うち専門職学位課程 ２８０人）

経済学府 経済工学専攻 ７０人

うち修士課程 ４０人

博士後期課程 ３０人

経済システム専攻 ９６人

うち修士課程 ５４人

博士後期課程 ４２人

産業マネジメント専攻 ９０人

（うち専門職学位課程 ９０人）

理学府 物理学専攻 １２４人

うち修士課程 ８２人

博士後期課程 ４２人

化学専攻 １８１人

うち修士課程 １２４人

博士後期課程 ５７人

地球惑星科学専攻 １２４人

うち修士課程 ８２人

博士後期課程 ４２人

数理学府 数理学専攻 １７４人

うち修士課程 １０８人

博士後期課程 ６６人
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システム生命科学府 システム生命科学専攻 ２３８人

うち博士課程 ２３８人

（５年一貫制）

医学系学府 医学専攻 ３２１人

（うち博士課程 ３２１人）

機能制御医学専攻 ２１人(注１)

（うち博士課程 ２１人）

生殖発達医学専攻 ９人(注１)

（うち博士課程 ９人）

病態医学専攻 １６人(注１)

（うち博士課程 １６人）

臓器機能医学専攻 ３１人(注１)

（うち博士課程 ３１人）

分子常態医学専攻 ２０人(注１)

（うち博士課程 ２０人）

環境社会医学専攻 １０人(注１)

（うち博士課程 １０人）

医科学専攻 ４０人

（うち修士課程 ４０人）

保健学専攻 ６０人

うち修士課程 ４０人

博士後期課程 ２０人

医療経営・管理学専攻 ４０人

（うち専門職学位課程 ４０人）

歯学府 歯学専攻 １７２人

（うち博士課程 １７２人）

薬学府 創薬科学専攻 ５５人

（うち修士課程 ５５人）

医療薬科学専攻 ７２人(注２)

うち修士課程 ３０人

博士後期課程 ４２人

創薬科学専攻 ６１人(注２)

うち修士課程 ２５人

博士後期課程 ３６人

工学府 物質創造工学専攻 ７２人

うち修士課程 ４２人

博士後期課程 ３０人
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物質プロセス工学専攻 ６５人

うち修士課程 ３８人

博士後期課程 ２７人

材料物性工学専攻 ６１人

うち修士課程 ３８人

博士後期課程 ２３人

化学システム工学専攻 ７２人

うち修士課程 ４２人

博士後期課程 ３０人

建設システム工学専攻 ５８人

うち修士課程 ３４人

博士後期課程 ２４人

都市環境システム工学専攻 ６３人

うち修士課程 ３８人

博士後期課程 ２５人

海洋システム工学専攻 ５８人

うち修士課程 ３４人

博士後期課程 ２４人

地球資源システム工学専攻 ５８人

うち修士課程 ３４人

博士後期課程 ２４人

エネルギー量子工学専攻 ８６人

うち修士課程 ５０人

博士後期課程 ３６人

機械工学専攻 ８１人

うち修士課程 ６２人

博士後期課程 １９人

水素エネルギーシステム専攻３９人

うち修士課程 ３０人

博士後期課程 ９人

機械科学専攻 ６９人(注１)

うち修士課程 ３７人

博士後期課程 ３２人

知能機械システム専攻 ５３人(注１)

うち修士課程 ２７人

博士後期課程 ２６人

航空宇宙工学専攻 ８９人

うち修士課程 ５２人

博士後期課程 ３７人

芸術工学府 芸術工学専攻 ２５９人
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うち修士課程 １８４人

博士後期課程 ７５人

デザインストラテジー専攻 ７１人

うち修士課程 ５６人

博士後期課程 １５人

システム情報科学府 情報学専攻 １０８人

うち修士課程 ８０人

博士後期課程 ２８人

情報知能工学専攻 １２０人

うち修士課程 ９０人

博士後期課程 ３０人

電気電子工学専攻 １４２人

うち修士課程 １１０人

博士後期課程 ３２人

情報理学専攻 ９人(注１)

（うち博士後期課程 ９人）

知能システム学専攻 １２人(注１)

（うち博士後期課程 １２人）

情報工学専攻 １３人(注１)

（うち博士後期課程 １３人）

電気電子システム工学専攻 ９人(注１)

（うち博士後期課程 ９人）

電子デバイス工学専攻 ８人(注１)

（うち博士後期課程 ８人）

総合理工学府 量子プロセス理工学専攻 １１９人

うち修士課程 ７４人

博士後期課程 ４５人

物質理工学専攻 １１９人

うち修士課程 ７４人

博士後期課程 ４５人

先端エネルギー理工学専攻 １０８人

うち修士課程 ６８人

博士後期課程 ４０人

環境エネルギー工学専攻 ８２人

うち修士課程 ５２人

博士後期課程 ３０人

大気海洋環境システム学専攻 ９６人

うち修士課程 ６０人

博士後期課程 ３６人
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生物資源環境科学府 資源生物科学専攻 ６９人

うち修士課程 ５０人

博士後期課程 １９人

環境農学専攻 １０２人

うち修士課程 ７５人

博士後期課程 ２７人

農業資源経済学専攻 １８人

うち修士課程 １３人

博士後期課程 ５人

生命機能科学専攻 １１８人

うち修士課程 １０６人

博士後期課程 １２人

生物産業創成専攻 １４人

（うち博士後期課程 １４人）

生物資源開発管理学専攻 ４１人(注１)

うち修士課程 ２１人

博士後期課程 ２０人

植物資源科学専攻 ５３人(注１)

うち修士課程 ２７人

博士後期課程 ２６人

生物機能科学専攻 ４４人(注１)

うち修士課程 ２２人

博士後期課程 ２２人

動物資源科学専攻 ３７人(注１)

うち修士課程 １９人

博士後期課程 １８人

農業資源経済学専攻 ２０人(注１)

うち修士課程 １０人

博士後期課程 １０人

生産環境科学専攻 ３３人(注１)

うち修士課程 １７人

博士後期課程 １６人

森林資源科学専攻 ６１人(注１)

うち修士課程 ３１人

博士後期課程 ３０人

遺伝子資源工学専攻 ２６人(注１)

うち修士課程 １４人

博士後期課程 １２人

統合新領域学府 ユーザー感性学専攻 ６０人
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（うち修士課程 ６０人）

オートモーティブサイエンス専攻 ５６人

うち修士課程 ４２人

博士後期課程 １４人

(注１)当該専攻は，学府の改組により学生募集を停止したものである。

(注２)当該専攻は，学府の改組により修士課程の学生募集を停止したものである。


